
芦屋市みんなにやさしいお店登録事業の実施について

◆実施に至る背景
①「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例（愛称名 芦屋市共に暮らす
まち条例）」の施行に併せ、民間事業者が実施する合理的配慮の提供について、現在かかった費用
の一部を助成する「合理的配慮提供支援助成制度」を創設していますが、さらなる合理的配慮の提
供を推進したい。

②令和３年６月に障害者差別解消法が改正され、令和６年４月１日より民間事業者も合理的配
慮の提供が義務化されるため、民間事業者の方に「合理的配慮の提供」について知っていただきたい。

③障がいのある人が安心して利用することができるお店を市内に増やし、障がいのある人の社会参加を
促進したい。
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芦屋市みんなにやさしいお店登録事業

◆事業概要
障がいのある人が安心して利用することができるお店を、「芦屋市みんなにやさしいお店」として登録
し、登録していただいた事業者には障がいのある人の社会参加を支援するもの。

◆対象店舗
何らかの「合理的配慮の提供」を実施している事業者
・ 障がいのある人が来店した際に配慮することを心掛けている
※簡易スロープを配備している、手すりを設置している、コミュニケーション支援ボードを利用している
案内やメニュー等に音声・点字を使用している、求めに応じ適切な配慮を提供している

・ 障がいのある人の社会参加を応援している
・ 合理的配慮提供助成事業を利用している
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芦屋市みんなにやさしいお店登録事業

◆周知方法
①商工会さま・医師会さま等を通じてお店に事業の周知を行います。
②障がい福祉課で、「芦屋市みんなにやさしいお店」のInstagramアカウントを作成し、登録していた
だいた店舗を投稿していきます。「店舗の周知に繋がる」ことをメリットとして店舗に説明していきます。
※登録していただいた店舗については、芦屋市ホームページのほか、あしやねっと♪にも掲載していきます
※民間事業者の方に合理的配慮の提供が義務化されることの周知も含めて説明していきます

◆開始時期
現在、マニュアル・申請書等を整備していますので、資料等が完成次第事業をスタートさせます
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「みんなにやさしいお店」掲示物

◆ピクトグラム版
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「みんなにやさしいお店」掲示物
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◆文字だけ版



みんなにやさしいお店登録事業開始に合わせて

◆兵庫県版「コミュニケーション支援ボード」の周知
兵庫県が「兵庫県版 コミュニケーション支援ボード」を作成し、令和４年１１月から運用
されています。本事業の実施にあたっては、コミュニケーション支援ボードも併せて周知を図っ
ていきます
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